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有効求人倍率（介護関係職業）の推移 ※岐阜県全産業との比較
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全国（介護） 1.47 1.74 2.10 2.20 1.42 1.30 1.28 1.31 1.33 1.34 1.33 1.32 1.37 1.37 1.34

岐阜（介護） 1.96 2.46 2.82 3.36 1.87 1.63 1.58 1.74 1.80 1.75 1.82 1.73 1.79 1.80 1.87

岐阜（全産業） 1.18 1.37 1.35 1.12 0.51 0.46 0.45 0.46 0.46 0.48 0.49 0.51 0.51 0.53 0.57
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平成２２年度における雇用関連の重点施策について 

 

岐阜労働局（局長 矢部憲一）では、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、緊急的な雇用対策

を最重点施策と位置づけ、平成２２年度においては、特に下記の具体的な取組み事項を始め

として、様々な角度から県民のニーズに十分に応える効果的・効率的な行政を展開すること

としています。 
 

記 
 
 
◎ 長引く景気の低迷により影響を受ける労働者への支援 

１ 「基金訓練」コースを新たに設定し再就職を支援します 

※訓練の受講は無料（テキスト代等の実費は個人負担） 

平成２２年２月の有効求人倍率が０．５７倍（岐阜県）と、１倍を大きく下回る厳しい状

況が続いている中にあって、介護関係職種の有効求人倍率（原数値）は１．８７倍と、他の

職種と比較すると高い水準で推移しています。 
（グラフ－１） 

 このため岐阜労働局では、景気の低迷により離職を余儀なくされた求職者に対する再就職

支援対策として、（独）雇用・能力開発機構岐阜センターと連携し、求人倍率の高い介護分野

への再就職を支援するため、平成２２年４月から岐阜地域、同年６月から東濃地域、７月か

ら飛騨地域で、新たに※介護分野の基金訓練コースを設定することとしました。（基金訓練の
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募集期間 訓練期間
(上段：開始／下段：終了） (上段：開始／下段：終了）

介護実践演習科 平成22年2月15日 平成22年4月5日

中部学院大学　生涯学習セ
ンター

平成22年3月24日
（受付終了）

平成22年6月24日

介護福祉科 平成22年3月8日 平成22年5月6日

株式会社　アクティ 平成22年4月12日 平成22年8月5日

平成22年4月初旬予定 平成22年6月中旬予定

未定 平成22年7月上旬予定

介護訓練
（準備中）

定員 開催地
訓練
コース

開講年月 募集科名/訓練実施機関名

平成22年4月 30名 関市
実践演
習コー
ス

実践演
習コー
ス

平成22年5月 20名 各務原市

実践演
習コー
ス

平成22年6月
（予定）

平成22年7月
（予定）

介護訓練
（準備中）

中津川市
実践演
習コー
ス

高山市

概要は別紙－１のとおりです。） 
各ハローワークにおいては、引き続き求職申し込みを行っている方に対して、キャリアコ

ンサルティングなどを通じて受講が適切と判断された場合には訓練受講の勧奨を積極的に行

います。 
※これまでは主として、「ＰＣスキル」などの訓練コースを設定していました。 
（表－１）岐阜・東濃・飛騨地域の開講状況 

※上記のほか準備中のコースは、今後確定次第、順次、岐阜労働局ホームページで情報提供します。 

基金訓練の主な対象者は、就職が決まらないまま卒業された方やフリーターなどで雇用保

険に加入していなかった方、雇用保険の受給が終了しても就職が決まっていない方です。 
さらに、一定の要件を満たせば、訓練期間中の生活保障として、訓練・生活支援給付金（単

身者１０万円／月・扶養家族有１２万円／月）を受けることができます。 
 
 
◎ 長引く景気の低迷により影響を受ける労働者への支援 

住居等に困窮している離職者が早期に安定的な就労機会を確保して生活再建を図ることが

できるよう、住居・生活に関する総合的な相談を実施するため平成２２年２月に、全ハロー

ワークに「住居・生活支援窓口」を設置しました。 
平成２２年度においては、この窓口を積極的に活用して、雇用保険を受給できない（受給

の終了を含む。）離職者に対する総合的支援（就労支援＋住居・生活支援）を行い、いわゆる

第２セーフティネットとしての様々な住居・生活支援関連情報の提供を行い、制度の説明と

実施機関への誘導等日常的な連携体制を確立します。 
また、岐阜及び多治見の両ハローワークに住居・生活支援アドバイザーを配置し、これら

のサービスを強化します。 
さらに、３月中に、県単位及びハローワーク単位で生活福祉・就労支援協議会を設置し、

自治体等の関係機関との連携の強化を図っています。 

２ 全ハローワークに設置した「住居・生活支援窓口」を活用します 
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雇用創出関係基金事業の概要 

 
 

（表－２）離職により住宅等にお困りの方に対する各種支援 
取り扱う窓口 手当等の名称 制度概要 
ハローワーク 訓練・生活支援給付 ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する方に対する、訓練期間

中の生活費の給付。（上記１参照）【支給額】単身者の方：月10万円 被扶養
者のいる方：月12万円 

ハローワーク 就職安定資金融資 事業主都合離職に伴い住居を喪失した方に対する、住宅入居初期費用等の

貸付。【貸付額例】①住宅入居初期費用(敷金・礼金等、転居費・家具什器等)(上
限50万円)②家賃補助費(上限月額6 万円×6ヶ月)など 

地方自治体 住宅手当 離職者であって住宅を喪失または喪失するおそれのある方に対する、賃貸

住宅の家賃のための給付。【支給額例】地域ごとの上限額：生活保護の住宅扶

助特別基準 に準拠した額（月32,000円(岐阜市･単身者) 
市町村社会福祉協

議会 
総合支援資金貸付 失業等により日常生活全般に困難を抱えている方に対する、住宅入居費等

の資金の貸付。【貸付額例】①生活支援費(二人以上の世帯：上限月額20万円
単身世帯：上限月額 15万円、最長 12ヶ月)②住宅入居費(敷金・礼金 等)(上
限40万円)など 

市町村社会福祉協

議会 
臨時特例つなぎ資金

貸付 
公的な給付・貸付が開始されるまでの間の生活が立ちゆかない住居喪失離

職者に対する、当座の生活費の貸付。【貸付額】上限 10万円【連帯保証人】
不要【利子】無利子 

 
 
 
◎ 地域における雇用機会の確保 

地域における雇用機会の確保のため、地域ニーズに

応じた人材を育成し雇用に結びつけるための雇用創出

関係基金事業を、岐阜県と連携して推進します。 
特に、介護人材確保対策は、「働きながら資格を取

る『介護雇用プログラム』」（受講料事業主負担、有給）

を活用するとともに、岐阜労働局の独自取組みとして、

２月から県内全域で開催している「介護就職デイ（毎

月第２週）」を活用し、介護関係の求人者と求職者の出

会いの場を提供していきます。 
また、ハローワーク岐阜に設置している「福祉人材

コーナー※」を中心に、介護を含む福祉分野への就業支

援に取り組みます。 
※ 「福祉人材コーナー」とは、長期の職業上のブランクがある方、

福祉分野の就業に関心があるものの経験・資格を有していない方、

ホームペルパー等の資格を有していながら福祉分野で就業してい

ない方など求職者の状況や希望に応じて、予約制・担当者制も活

用したきめ細かな職業相談・職業紹介を行う目的で設置したコー

ナーです。 
 
 
 
 
 

３ 岐阜県の雇用創出関係基金と連携し介護分野等での雇用機会を確保します 
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◎ 地域における支援窓口の拡充 

子育てをしながら就職を希望している方に対して、個々の希望やニーズに応じたきめ細か

な就職支援を行うため、飛騨地域のハローワーク高山に新たにマザーズコーナーを設置（平

成２２年６月予定）します。現在、県内ではハローワーク岐阜（マザーズサロン）とハロー

ワーク大垣（マザーズコーナー）に設置しています。 
 
 

 
１ 就職を希望される方のニーズを踏まえ、個々の希望や状況に応じた就職実現プランを策定するとともに、
予約による担当者制のキャリア・コンサルティングなど一貫した支援を行います。 

２ 子ども連れの方が来所・相談しやすい環境づくりのため、キッズコーナー、ベビーチェアの設置等子ども
連れで来所しやすい施設にするとともに、子ども連れで職業相談等が行える十分な相談スペースの確保等を
行います。 

３ 子育て女性等を応援する地方公共団体等の関係機関から、保育所や子育て支援サービス等に関する情報等
の提供を受け、保育関連情報を提供します。 

４ 希望やニーズを踏まえた求人を確保するため、関係機関等から仕事と子育ての両立支援に熱心に取り組ん
でいる事業所等に関する情報提供を受け、求人開拓により求人を確保します。 

５ 就職活動の具体的なノウハウ等に係る各種セミナー等を実施するとともに、関係機関が実施する再就職の
ための支援セミナー等についても情報提供を行います。 

 
 
◎ 制度の拡充について 

これまで解雇や雇用期間満了による雇止め等の事業主都合による離職に伴い、それまで

入居していた社員寮等からの退去を余儀なくされる方などに対して、労働金庫との連携に

よって住宅入居初期費用等の資金貸し付けによる支援を行っていましたが、平成２２年３

月２３日から、貸付対象者をさらに、「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自

己都合離職者（勧奨退職、賃金の大幅な低下や賃金未払いを理由とする退職など）」に拡

充しました。 
※アンダーライン部分が拡充箇所です。

４ ハローワーク高山へ「マザーズコーナー」を設置します 

５ 「就職安定資金」の貸付対象者を拡充します 

マザーズコーナーでは、次の支援を行います。
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別紙－１ 

 
 

雇用保険を受給できない方に対し 

○ 職 業 訓 練 機 会 の提 供 

○ 訓練期間中の生活費等の給付 

     （単身者１０万円／月  扶養家族有１２万円／月） 

 
 
 
                      
 
  
 
 
  
 
 
＜訓練実施機関＞ 
 
  
                       
、 

＜訓練コースの例＞ 

○ 介護ヘルパー、PCスキル、CAD、簿記・経理等 

○ 企業の遊休生産設備を活用した訓練  

 

＜訓練実施機関への奨励金の例＞ 

○ 訓練コース新設時に初期費用助成 

・ １００万円 

○ 訓練実施に係る助成  

・ 受講生1人当たり ６万円／月    

 

＜岐阜県の実績(H22.3.29現在)＞ 

訓練コース 設定 ６５コース 定員１，２１２名 

（開始済 ４１コース 定員７６８名） 
受講開始者数 ６３４名 

受 講 

基 金 
（緊急人材育成・就職支援基金） 

訓練費用(奨励金) 
の支給 

民間企業等 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

求 

職 

者 

生活費の給付

受

講

勧

奨 
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